
●
と
こ
ろ　

市
役
所
名
寄
庁
舎
（
大
通

　

南
１
丁
目
１
番
地
）

●
と　

き　

３
月
10
日
(日) 

10
時
～

　

(１)
参
加
申
し
込
み

　

３
月
10
日
(日) 

10
時
～
11
時

　

(２)
せ
り
売
り
開
始

　

３
月
10
日
(日) 

11
時
～

　

(３)
落
札
後
の
手
続
き

　

３
月
10
日
(日)
せ
り
売
り
終
了
後
随
時

●
公
売
代
金
の
支
払
い

　

３
月
10
日
(日)
正
午
ま
で

●
公
売
会
の
方
法　

せ
り
売
り

●
参
加
で
き
る
方　

本
人
ま
た
は
代
理

　

人
。
業
者
の
方
、
市
外
在
住
の
方
も

　

参
加
で
き
ま
す
。
た
だ
し
未
成
年
の

　

方
は
参
加
で
き
ま
せ
ん
。

●
参
加
に
必
要
な
も
の

　

(１)
印
鑑
（
個
人
の
場
合
は
認
印
で
も

　

可
、
法
人
の
場
合
は
代
表
者
印
）

　

(２)
本
人
が
確
認
で
き
る
書
面
（
運
転

　

免
許
証
、
健
康
保
険
証
な
ど
）

　

(３)
委
任
状
（
代
理
人
が
せ
り
に
参
加

　

す
る
場
合
は
提
出
、
様
式
は
任
意
）

　

(４)
買
受
代
金

●
運　

搬　

市
内
の
方
が
落
札
し
た
場

　

合
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ　

　

税
務
課
納
税
係
（
名
寄
庁
舎
２
階
）

　

　
０
１
６
５
４
③
２
１
１
１

　

内
線
３
２
０
６
～
３
２
０
８

●
公
売
物
件

品　名
メーカー

型　　番
仕　様・状　態 見積価格

30,000円

30,000円

※上記物件は３月８日まで、市役所名寄庁舎１階ロビーに展示しています。

※仕様・状態は参考とし、実際に品物をご確認のうえ、公売に参加してください。

市
で
は
、
市
税
の
滞
納
に
対

し
、
動
産
差
押
え
な
ど
の
滞
納
処

分
を
強
化
し
て
い
ま
す
。

　

通
常
は
ｙ
ａ
ｈ
ｏ
ｏ(

ヤ
フ
ー)

オ
ー
ク
シ
ョ
ン
で
公
売
を
実
施
し

て
い
ま
す
が
、
今
回
は
、
除
雪
機

の
公
売
会
を
市
役
所
名
寄
庁
舎
で

実
施
し
ま
す
。

　

公
売
会
に
参
加
す
る
方
は
、
運

転
免
許
証
な
ど
身
分
を
証
明
で
き

る
も
の
、
印
鑑
、
買
受
代
金
を
持

参
し
、
会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
公
売
前
に
税
金
が
完
納

と
な
っ
た
場
合
は
、
そ
の
物
件
の

公
売
を
中
止
し
ま
す
。

ま
た
、
公
売
物
件
は
中

古
品
で
す
の
で
、
経
年

の
劣
化
や
サ
ビ
な
ど
が

あ
り
ま
す
の
で
ご
了
承

く
だ
さ
い
。

12Vセル・リコイル、6馬力、60cm幅
※ライトステー、オーガ曲がりあり
※オーガベルト交換推奨
2005年モデルと思われる

12Vセル・リコイル、9馬力、70cm幅
※バッテリー交換要
1994年モデルと思われる

ヤマハ YT660ED

ホンダ HS970

名
寄
市
公
売
会

名
寄
市
公
売
会

名
寄
市
公
売
会

を
開
催
し
ま
す

を
開
催
し
ま
す

を
開
催
し
ま
す

▲公売予定の除雪機

※公売物件の試運転

（エンジン始動）を

９時50分に行います。

除雪機

除雪機
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○
税
金
の
納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん

か
？

　

市
が
提
供
す
る
福
祉
や
教
育
を
は

じ
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
サ
ー
ビ
ス
は
、

市
税
が
主
な
財
源
と
な
っ
て
い
ま

す
。
市
税
の
滞
納
は
、
市
の
財
政
を

圧
迫
し
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
に
支
障
を

き
た
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
何

よ
り
、
納
期
内
に
税
金
を
き
ち
ん
と

納
め
て
い
る
大
多
数
の
皆
さ
ま
と
の

公
平
性
を
欠
く
こ
と
に
な
り
、
督
促

状
の
送
付
な
ど
の
経
費
に
余
分
な
税

金
を
使
う
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。

　

こ
の
た
め
市
で
は
、
納
期
内
に
税

金
を
き
ち
ん
と
納
め
て
い
た
だ
い
た

市
民
の
皆
さ
ま
と
の
不
公
平
の
解
消

や
納
税
義
務
の
た
め
、
滞
納
者
の
財

産
の
差
押
え
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
病
気
や
失
業
、
事
業
の
廃

止
な
ど
、
や
む
を
得
な
い
理
由
で
一

時
的
に
税
金
を
納
期
内
に
納
め
る
こ

と
が
困
難
な
方
に
つ
い
て
は
、
納
期

内
に
左
記
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

　

税
務
課
納
税
係

　


０
１
６
５
４
③
２
１
１
１

　

内
線
３
２
０
６
～
３
２
０
８

○
夜
間
納
税
相
談
窓
口
を
開
設
し
て

い
ま
す

　

事
情
に
よ
り
納
付
が
困
難
な
方
は

納
付
に
つ
い
て
相
談
窓
口
を
開
設
し

て
い
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

相
談
日
時
は
19
ペ
ー
ジ
の
お
知
ら

せ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
同
日
、
国
民
健
康
保
険
に
関

す
る
相
談
窓
口
も
行
っ
て
い
ま
す
。

　

市
で
は
、
慢
性
疾
患
な
ど
で
長
期
間

薬
を
服
用
し
て
い
る
方
な
ど
、
一
定
の

条
件
に
該
当
す
る
方
を
対
象
に
、
ジ
ェ

ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
（
後
発
医
薬
品
）
に

切
り
替
え
た
場
合
に
見
込
ま
れ
る
薬
代

の
軽
減
額
な
ど
を
お
知
ら
せ
し
て
い
ま

す
。

　

こ
の
通
知
は
、
軽
減
額
の
目
安
を
、

参
考
と
し
て
お
知
ら
せ
す
る
も
の
で
あ

り
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
へ
の
切
り

替
え
を
強
要
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
ま
た
、
切
り
替
え
が
で
き
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。
通
知
が
届
い
た
方
で

内
容
に
不
明
な
点
な
ど
あ
り
ま
し
た
ら

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

～
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
と
は
～

　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
は
「
後
発
医

薬
品
」
と
も
呼
ば
れ
、
新
薬
（
先
発
医

薬
品
）
の
独
占
販
売
期
間
が
終
了
し
た

後
に
販
売
が
許
可
さ
れ
る
、
医
療
用
医

薬
品
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
は
、
新
薬
と

違
い
開
発
コ
ス
ト
が
か
か
ら
な
い
分
、

新
薬
よ
り
安
く
提
供
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、
満
75
歳

の
誕
生
日
か
ら
該
当
と
な
り
ま
す
が
、

次
の
方
は
申
請
に
よ
り
後
期
高
齢
医
療

制
度
へ
の
移
行
が
可
能
で
す
。

●
65
歳
以
上
75
歳
未
満
の
方
で
次
の
い

　

ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

・
国
民
年
金(

障
害
年
金)

証
書
の
等
級

　

→
１
級
、
２
級

・
身
体
障
害
者
手
帳

　

→
１
～
３
級
と
４
級
の
一
部

・
療
育
手
帳
→
重
度

・
精
神
障
害
者
福
祉
手
帳

　

→
１
級
、
２
級

　

現
在
加
入
の
医
療
保
険
か
ら
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
に
移
行
さ
れ
る
方
は
、

医
療
費
の
負
担
割
合
や
保
険
料
が
変
更

と
な
り
ま
す
。
加
入
し
た
際
の
給
付
や

保
険
料
の
内
容
、
手
続
き
の
方
法
に
つ

い
て
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ

　

市
民
課
国
保
高
齢
医
療
係(

名
寄
庁

　

舎
１
階)

　


０
１
６
５
４
③
２
１
１
１

　

内
線
３
１
１
４
～
３
１
１
６

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
差
額
通
知

を
実
施
し
ま
す

次
の
方
は
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

へ
の
移
行
が
可
能
で
す

３
月
は
納
税
推
進
強
調
月
間
で
す
！

３
月
は
納
税
推
進
強
調
月
間
で
す
！

３
月
は
納
税
推
進
強
調
月
間
で
す
！

○
税
金
Ｑ
＆
Ａ

「
乗
っ
て
な
い
軽
自
動
車
等
は
納
税

し
な
く
て
い
い
の
？
」 

　

４
月
１
日
現
在
、
軽
自
動
車
協
会

に
登
録
の
あ
る
車
輌
に
つ
い
て
課
税

さ
れ
ま
す
。
友
人
な
ど
に
譲
っ
た

り
、
廃
車
に
し
た
場
合
も
、
軽
自
動

車
協
会
へ
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

手
続
き
は
自
動
車
店
、
自
動
二
輪
店

で
代
行
で
き
ま
す
が
、
ご
自
身
で
も

で
き
ま
す
。
車
種
に
よ
っ
て
手
続
き

が
違
い
ま
す
の
で
、
く
わ
し
く
は
税

務
課
市
民
税
係
（

０
１
６
５
４
③

２
１
１
１
内
線
３
２
０
１
）
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
お
知
ら
せ

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
お
知
ら
せ

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
お
知
ら
せ


